
 

＜概要＞
  1957年英国のウィンズケール原子力発電所（黒鉛減速ガス冷却炉）に生じた火災で、燃料棒の

損傷事故により洩れていた放射性ヨウ素が、炉の冷却による送風や放水などの消火活動に伴って
大気中に放出された。サイト内では作業者に対して屋内退避とマスク着用とが指示された。周辺
住民に対する指示はなかった。空気、降下物、牛乳を始めとする食品中の放射能や空間線量の監
視が行われた。ヨウ素剤の服用の勧告はなかった。3.7E4 Bq/リットル以上の Ｉ濃度の牛乳を飲
むことは禁止された。この結果子どもでは、牛乳摂取制限を行わなかった場合の推定被曝線量で
ある360mSvの75％を避けることができ、成人では対策の効果がさらに大きかった。

＜更新年月＞ 
1998年05月   （本データは原則として更新対象外とします。）

 

＜本文＞
 １．事故発生の経緯

  英国にあるウィンズケール１号炉は空気冷却方式のプルトニウム生産発電両用の黒鉛減速（ガ
ス冷却）型原子炉である。1957年10月7日に正常運転を停止し、中性子減速材である黒鉛の中に
蓄積されているウィグナーエネルギー（注1）を、加熱操作の制御しながら放出している間に、加
熱操作および制御棒操作の誤りから発生した熱のため燃料棒が損傷し、放射能漏れの事故を起こ
した。黒鉛減速型原子炉では、運転中黒鉛中にウィグナーエネルギーが蓄積される。黒鉛に生ず
る物理的、化学的性質の変化を避けるために、このウィグナーエネルギーは制御しながら放出さ
れなければならない。ウィグナーエネルギーの放出（注2）が静まり、黒鉛内の隙間が減り体積が
減少したために、黒鉛の一部が抜け落ちる恐れが生じた。抜け落ちるのを防ぐために炉を再臨界
して黒鉛を加熱した。しかし原子炉の計測装置の数が十分でなく、計測装置を設置する場所も適
切ではなかった。このため的確な状況判断が出来なかった。さらにこの臨界操作を実施すること
はタイミングとしては早すぎ、またあまりに性急であった。このような放出操作や判断の誤りに
より、黒鉛が過熱し、冷却空気によって着火したことが火災の直接の原因となった。恐らく2本以
上のウランカートリッジに欠陥を生じて白熱状態となり、核分裂性物質が放出された。炉心を冷
却するために空気を送り込んだ時期と、完全に鎮火させるため炉に水を注いだ時期の2回に、合計
7.4E14 Bq の Ｉが大気中に放出された。放射性核種の放出は10日14時に始まり12日15時10分に
終息した。

  
（注1）［ウィグナーエネルギー（Wigner energy）］

  高速中性子の照射で、結晶格子内の原子が正規の位置から移動して、物理的、化学的性質が変
化する現象。黒鉛を例に取ると、炭素原子が中性子により結晶面と結晶面との間にたたきだされ
て、黒鉛中にエネルギーが蓄積される。これをウィグナーエネルギーと言う。低温で黒鉛に起こ
る現象で、冷却材に裂け目を生じたり、冷却材を圧迫したりすることになる。

  
（注2）［ウィグナーエネルギーの放出（Wigner energy release）］

  ウィグナー効果で黒鉛中に蓄積したエネルギーは、黒鉛を300〜400℃で加熱すると放出され
る。このため黒鉛炉では定期的に運転を停止し、加熱操作を行う必要がある場合がある。これを
ウィグナー放出という。またウィグナー効果により原子炉内に蓄積したエネルギーが、何らかの
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原因で一時に放出される現象もウィグナー放出という。
 
２．放射能や空間線量レベルと被曝防護対策
 一般公衆への潜在的健康影響の点で最も重要な放出核種は Ｉと Poであった。 Srと Csも
かなりの量が放出された。
 （1） サイト内の被曝防護対策
  事故サイト内では屋内退避とマスクの着用とが指示された。
 （2） 一般公衆の被曝防護対策
  一般公衆への対策として、カンブリア警察署長に対して事故の規模が緊急事態に発展する可
能性が通告されたが、公衆に対する直接の指示はなかった。事故発生直後に開始された放射能調
査の結果を解析して、放射性核種の大気放出が確認された。
  a）実施された被曝防護対策
   公衆の放射線防護対策として 1）外部被曝線量、 2）放射性核種の吸入量 、3） 汚染した
食品や水からの放射性核種の摂取量につき調査を開始することが決定された。10日15時には原子
力発電所の南へ、17時には北部へ放射能測定車が出発し、徹夜で放射能や放射線の監視を行っ
た。放射性核種が放出されている間、事故サイト内とカンブリア地方で空気中の放射性核種濃度
の測定が続けられた。
  b）空間線量と外部被曝
   原子力発電所の南3−5kmの地点で、1.5−2μSv/時間の空間線量が実測されたが、これは対策
を必要としないレベルであった。北ではさらに低かった。この空間線量率は8−9日の半減期で減
少した。外部被曝は主に Xeによって生じた。
  c）空気中の放射能濃度および被曝防護対策
   空気中のβ線放出核種濃度は事故サイト内で最大1.5E4 Bq/立方メートル、平均150 Bq/立方
メートルであったが、事故サイトの外では10日夜1.0E3 Bq/立方メートルの最大値が原子力発電所
の南西方向 3.2kmで検出された。そのほかの地域の濃度はさらに低く、11日12時からは急速に減
少した。その濃度は「気がかりではあるが、危険ではないレベル」と判定され、屋内退避やよう
素剤服用の対策は実施されなかった（ 表１ 参照）。
  d）牛乳中の Ｉ濃度と被曝防護対策
   10月12日正午に牛乳中の Ｉ濃度について最初の定量値が報告された。同日15時に
Seascale産の同日朝の牛乳に3.7E4 Bq/リットル の Ｉが検出されたため、12日21時に3.7E3 Bq/
リットル 以上の Ｉ濃度を示す牛乳の集荷禁止が指示された。これによりウィンズケール発電所
の半径 3.2km以内の牛乳の集荷が見合わされることになった。13日から15日の分析結果から、集
荷禁止地域はBarrow半島からウィンズケール発電所の北10kmまでの 518平方キロメートルに広げ
られた。その後さらに試料を集める地域を拡大して汚染調査を行ったが、牛乳の集荷禁止地域を
さらに広げる必要のないことが判明した。牛乳中の Ｉ濃度の監視は初期には禁止区域外に接す
る周縁部を重点的に行った。汚染の分布状況が判明した後は、禁止区域内の調査に重点を移し
た。事故直後に限ると延べ3000検体を測定した。この期間の後半には Srと Csが監視の対象核
種であった。
   牛乳集荷禁止の解除の指示は10月31日の東部地域に始まり、南部へと広げられた。11月4
日にはウィンズケール発電所の南19kmの海岸沿いを禁止地域として残すのみとなった。この地域
では11月23日に集荷禁止の指示が解除された。集荷禁止の期間は8週間に及んだことになる。延
べ3百万リットルの牛乳が、海へ投棄された。
  e）その他の食品からの被曝防護対策
   牛乳以外の放射能調査の対象とされた食品は、野菜、肉（甲状腺と骨を含む）、卵、水で
あった。いずれの食品も出荷を禁止する必要はなかった。飲料水中の放射性核種濃度についても
健康上問題になるレベルではなかった。
３．被曝線量と対策の効果の評価
 （1） 甲状腺被曝線量
  該当する地域の住民の甲状腺被曝線量は、成人で平均5−20mSv 、子どもで10−100mSvであ
った。甲状腺の Ｉの直接測定から推定した最大線量は子どもで160mSvであった。
 （2） 牛乳の集荷禁止がない場合の予測甲状腺被曝線量
  牛乳の集荷禁止指示がなかった場合に推定される甲状腺被曝線量は成人で70mSv 、子どもで
360mSvである。
 （3） 実施した対策による線量低減の評価
  牛乳集荷禁止の対策が迅速に実施された結果、子どもでは一般的に最悪ケースの75％、最も
被曝した子どもで同55％の線量を受けずに済んだ。成人ではさらに対策の効果が大きかった（ 表
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２ 参照）。集団実効線量当量ではカンブリア地方で 150人・Sv、英国全体で1900人・Svであっ
た。牛乳の集荷禁止指示の対策を実施したことで、同地方で 108人・Svの線量を避けることがで
きた。実施された対策が適切であったので、被曝線量が当時の放射線防護基準を超えることはな
かった。
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